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ペ
ダ
ル
付
原
動
機
付
自
転
車
は

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
取
付
け

が
必
要
で
す

令
和
6
年
5
月
の
道
路
交
通
法
の
改
正
に

よ
り
、ペ
ダ
ル
付
原
動
機
付
自
転
車
は
、自

転
車
で
は
な
く
、一
般
原
動
機
付
自
転
車
又

は
自
動
車
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま
し
た
。

ペ
ダ
ル
付
原
動
機
付
自
転
車
と
は
、ペ
ダ

ル
と
モ
ー
タ
ー
を
備
え
、次
の
条
件
を
満
た

す
車
両
の
こ
と
で
す
。

①
ス
ロ
ッ
ト
ル
が
備
え
ら
れ
て
お
り
、モ
ー

タ
ー
の
み
で
走
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

車
両

②
駆
動
補
助
機
付
自
転
車（
い
わ
ゆ
る
電
動

ア
シ
ス
ト
自
転
車
）の
ア
シ
ス
ト
比
率
の
基

準
を
超
え
る
車
両

ま
た
、モ
ー
タ
ー
を
用
い
ず
、ペ
ダ
ル
の
み

を
用
い
て
走
行
さ
せ
る
場
合
で
も
、一
般
原

動
機
付
自
転
車
又
は
自
動
車
と
し
て
の
交
通

ル
ー
ル（
無
免
許
運
転
の
禁
止
、歩
道
走
行
不

可
、乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
義
務
等
）が

適
用
さ
れ
ま
す
。

該
当
車
両
を
取
得
し
た
場
合
は
、軽
自
動

車
税
種
別
割
に
か
か
る
申
告
や
課
税
標
識

（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）の
取
付
け
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、税
務
課
の
窓
口
に
て
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
税
務
課
課
税
グ
ル
ー
プ

28
・
2
4
3
4

新
栄
小
学
校
の

「
学
校
体
育
施
設
開
放
」の
中
止

新
栄
小
学
校
ト
イ
レ
改
修
工
事
の
た
め
、

左
記
の
期
間
、運
動
場
と
体
育
館
の
開
放
を

中
止
し
ま
す
。

【
運
動
場
】

7
月
19
日（
金
）か
ら
11
月
頃
ま
で（
予
定
）

【
体
育
館
】

体
育
館
の
ト
イ
レ
改
修
工
事
着
手
ま
で
は

利
用
で
き
ま
す
が
、駐
車
場
は
多
目
的
室
西

側
の
３
台
分
と
な
り
ま
す
。

※
路
上
駐
車
は
お
止
め
く
だ
さ
い
。

※
工
事
の
進
捗
状
況
に
よ
り
、期
間
は
変
更

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

28
・
5
3
3
5

個
人
事
業
税
第
一
期
分
の
納
付

に
つ
い
て

個
人
事
業
税
第
一
期
分
の
納
期
限
は
、9

月
2
日（
月
）で
す
。8
月
中
旬
に
県
か
ら
納

税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、納
期
限

ま
で
に
納
付
を
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、納
税

通
知
書
に
は
第
一
期
分
と
第
二
期
分
の
納
付

書
を
同
封
し
ま
す
の
で
、納
付
に
当
た
っ
て

は
、お
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
の
う

え
、金
融
機
関
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、

M
M
K
設
置
店
、県
税
事
務
所
の
窓
口
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、Pay-easy

（
ペ
イ

ジ
ー
）に
対
応
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン

キ
ン
グ
や
A
T
M
を
利
用
し
た
納
付
、イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
に
よ
る
納

付
も
可
能
で
す
。

※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、M
M
K
設
置

店
で
の
納
付
に
つ
い
て
は
、納
付
書
の
納

付
金
額
が
30
万
円
以
下
の
も
の
に
限
り
ま

す
。

な
お
、領
収
証
書
が
必
要
な
方
は
、金
融

機
関（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
。）の
窓
口
、県

税
事
務
所
の
窓
口
又
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
、M
M
K
設
置
店
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。詳
し
く
は
、愛
知
県
税
務
課
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、納
付
に
は
、便
利
で
安
全
な
口
座

振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。御
希
望
の
方
は
、

口
座
を
開
設
し
て
い
る
金
融
機
関
の
窓
口
で

手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
名
古
屋
北
部
県
税
事
務
所
　
課

税
第
一
課
　
県
民
税
・
事
業
税
第
二
グ

ル
ー
プ0

5
2
・
5
3
1
・
6
3
0
4

愛
知
県
税
務
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w
w
.pref.aichi.jp/soshiki/

zeim
u/
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豊
山
ス
カ
イ
プ
ー
ル
の
利
用

豊
山
ス
カ
イ
プ
ー
ル
の
駐
車
場
は
、駐
車
台

数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。ご
利
用
に
は
、徒
歩
、

自
転
車
、公
共
交
通
機
関
で
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

ま
た
、平
日
の
、豊
山
町
役
場
駐
車
場
へ

の
駐
車
は
ご
遠
慮
い
た
だ
く
と
と
も
に
、周

辺
道
路
や
県
営
名
古
屋
空
港
駐
車
場
に
駐
車

を
す
る
と
、近
隣
住
民
や
空
港
利
用
者
へ
の

迷
惑
と
な
り
ま
す
の
で
、絶
対
に
停
め
な
い

で
く
だ
さ
い
。

【
お
詫
び
】

広
報
と
よ
や
ま
7
月
号
掲
載
の
ス
カ
イ

プ
ー
ル
開
場
カ
レ
ン
ダ
ー
9
月
分
に
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
。お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

9
月
の
土
・
日
曜
日
は
午
前
・
午
後
の
み

開
場
し
ま
す
。夜
間
の
開
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令和6年度スカイプール開場カレンダー（8月、9月）
8月 日 月 火 水 木 金 土 ■午後のみ

1 2 3 ■午前・午後
4 5 6 7 8 9 10 ■午前・午後・夜間
11 12 13 14 15 16 17 ■■休場日
18 19 20 21 22 23 24 ※「午 前・午 後」「午

前・午後・夜間」の
開場日は、入替えは
ありません。

25 26 27 28 29 30 31

9月 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8

▼
問
合
せ

社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

28
・
5
3
3
5

豊
山
ス
カ
イ
プ
ー
ル

29
・
1
6
2
6

こ
ど
も
の
人
権
相
談
〜
な
ん
で
も

お
し
え
て
　
こ
こ
ろ
の
も
や
も
や
〜

い
じ
め
、虐
待
の
ほ
か
、学
校
生
活
、家
庭

の
問
題
な
ど
、こ
ど
も
の
人
権
に
関
わ
る
相

談
に
応
じ
ま
す
。悩
み
ご
と
、心
配
ご
と
な
ど

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
と
き
　
8
月
21
日（
水
）〜
27
日（
火
）午
前

8
時
30
分
〜
午
後
7
時
　
た
だ
し
、8
月

24
日（
土
）・
25
日（
日
）は
午
前
10
時
〜
午

後
5
時

▼
相
談
専
用
電
話（
こ
ど
も
の
人
権
1
1
0

番
）電
話
番
号
　

0
1
2
0
・
0 

0

7
・
1
1
0（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

ア
カ
ウ
ン
ト
名
　
法
務
局
L
I
N
E
じ
ん
け

ん
相
談

検
索
I
D

　
@linejinkensoudan

友
達
登
録
は
こ
ち
ら
か
ら
→

▼
問
合
せ
　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部
　

0
5
2
・
9
5
2
・
8
1
1
1
（
内

線
1
4
7
1
）

就
労
準
備
支
援
事
業 【
T
r
y  

m
e

〜
就
職
サ
ポ
ー
ト
コ
ー
ス
〜
】

生
活
へ
の
不
安
の
ほ
か
、ひ
き
こ
も
り
で

就
職
が
難
し
い
な
ど
、生
活
に
お
困
り
の
方

の
就
職
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。相
談
は
無
料
で
、秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。

▼
と
き
　
8
月
20
日（
火
）午
後
1
時
〜
午
後

4
時

※
毎
月
第
3
火
曜
日
開
催
、予
約
不
要

▼
と
こ
ろ
　
役
場
1
階
相
談
室

▼
相
談
員
　
N
P
O
法
人
く
ら
し
応
援
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
相
談
員（
愛
知
県
受
託
事
業
者
）

▼
対
象
者
　
町
内
在
住
の
方

▼
問
合
せ
　
福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー
プ

28
・
0
9
1
2

国
民
健
康
保
険
証
の
更
新

現
在
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
保

険
証
）の
有
効
期
限
は
、令
和
6
年
8
月
31

日（
土
）ま
で
で
す
。

新
し
い
保
険
証
は
、8
月
中
旬
に
簡
易
書

留
郵
便
で
発
送
し
ま
す
。発
送
し
た
保
険
証

の
内
容
と
実
態
が
異
な
る
場
合
は
、現
在
お

使
い
の
保
険
証
と
新
し
い
保
険
証
を
持
っ
て

役
場
1
階
3
番
窓
口
保
険
課
ま
で
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は
、9
月
1
日

（
日
）以
降
に
ハ
サ
ミ
で
裁
断
す
る
な
ど
し
て

破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使
っ
て
い
た

だ
く
た
め
に
、保
険
証
や
お
薬
手
帳
に
貼
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
シ
ー
ル
を
併
せ

て
発
送
し
ま
す
。こ
の
シ
ー
ル
を
貼
る
こ
と

で
、ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え

希
望
を
医
師
や
薬
剤
師
に
伝
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
の
で
、是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
保
険
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療

グ
ル
ー
プ
　

28
・
0
9
1
7


